
対
象

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

し
て
い
る
こ
と

・
町
内
に
住
所
を
有
し
、
自
己
所

有
の
既
存
専
用
住
宅
に
自
ら
居

住
し
、
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

を
設
置
す
る
方

※
新
築
お
よ
び
設
備
の
増
設
は
対

象
外
で
す
。

・
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置

す
る
住
宅
の
敷
地
お
よ
び
住
宅

に
、
都
市
計
画
法
お
よ
び
建
築

基
準
法
の
違
反
が
な
い
こ
と

・
市
町
村
税
を
滞
納
し
て
い
な
い

こ
と

・
過
去
に
実
施
し
た
「
伊
奈
町
太

陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
補
助
金
」

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

・
2.0
kw
以
上
10
・
0
kw
未
満
の
住

宅
用
設
備
で
あ
る
こ
と

・
平
成
25
年
4
月
1
日
以
降
に
電

力
会
社
と
電
力
需
給
契
約
を
締

結
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

補
助
内
容

一
台
に
つ
き
3
万
円

分
の
伊
奈
町
内
共
通
お
買
い
物
券

で
支
給

受
付
期
間

平
成
26
年
3
月
17
日

ま
で
（
予
算
の
範
囲
を
超
え
た
場

合
は
締
め
切
る
予
定
で
す
。）

受
付
場
所

役
場
環
境
対
策
課

※
受
付
日
を
明
確
に
す
る
た
め
、

申
請
書
類
は
必
ず
直
接
ご
持
参
く

だ
さ
い
。
書
類
に
不
備
が
あ
る
と

受
付
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
他

申
請
書
類
等
詳
し
く
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
環
境
対
策

課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

3

環
境
対
策
課
9
２
２
５
１
・

２
２
５
２

次
の
軽
自
動
車
等
に
係
る
軽
自

動
車
税
に
つ
い
て
は
、
期
限
ま
で

に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
減
免
さ

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。（
自
動

車
税
、
軽
自
動
車
税
を
通
じ
て
1

台
に
限
り
ま
す
。）

な
お
、
申
請
期
限
を
過
ぎ
て
の

申
請
は
、
一
切
お
受
け
で
き
ま
せ

ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

対
　
象

�
次
の
①
〜
③
に
掲
げ
る
軽
自
動

車
等

①
障
害
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
で
、
そ
の
方
が
運
転
す
る
も

の
②
障
害
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
（
そ
の
方
の
家
族
が
所
有
す

る
も
の
も
含
み
ま
す
。）
で
、

も
っ
ぱ
ら
そ
の
方
の
生
業
、
通

学
ま
た
は
通
院
等
の
た
め
に
、

そ
の
方
の
家
族
が
運
転
す
る
も

の
③
障
害
者
が
所
有
す
る
軽
自
動
車

等
で
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
方
の
生

業
、
通
学
ま
た
は
通
院
等
の
た

め
に
、
そ
の
方
の
常
時
介
護
者

が
運
転
す
る
も
の
（
そ
の
方
の

含
ま
れ
る
世
帯
の
全
員
が
障
害

者
で
あ
る
場
合
に
限
り
ま
す
。）

�
構
造
上
、
障
害
者
の
利
用
に
も

っ
ぱ
ら
供
す
る
た
め
の
軽
自
動
車

等
必
要
書
類

障
害
者
手
帳
、
運
転
者
の
運
転
免

許
証
（
コ
ピ
ー
可
）、
納
税
通
知

書
、
印
鑑

申
請
期
限

5
月
24
日
�

10

町
で
は
、
環
境
へ
の
負
荷
の

少
な
い
ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
普
及
促
進
を
図
る
た
め
、
太

陽
光
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
た

個
人
住
宅
用
の
発
電
シ
ス
テ
ム

（
未
使
用
）
を
設
置
す
る
方
に
、

奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

平
成
25
年
4
月
1
日
ま
で
に

軽
自
動
車
等
を
登
録
さ
れ
た
方

で
、
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い

方
は
税
務
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
奨
励
金
の
受
付

住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム

設
置
費
奨
励
金
の
受
付

3
　
税
務
課
町
民
税
係
9
２
１
５
２�

5月31日（金）は�
自動車税の納期限�
5月31日（金）は�
自動車税の納期限�
自動車税はコンビニでも納められま

す。忘れずに納めましょう！

自動車税全般に関すること、住所変
更・納付書紛失などの連絡、納税状況
の確認などについては、自動車税コー
ルセンターにご連絡ください。
なお、自動車税収入額の一部は、
｢彩の国みどりの基金｣に積み立て、県
内のみどりの保全や創出などに活用さ
せていただきます。
03 自動車税は自動車税コールセンタ
ー�０５０－３７８６－１２２２、彩
の国みどりの基金は埼玉県環境部みど
り自然課�８３０－３１９０へ

障
害
者
に
対
す
る

軽
自
動
車
税
の
減
免
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特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
一
定

の
障
害
の
あ
る
20
歳
未
満
の
子
ど

も
を
育
て
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ

る
制
度
で
す
。

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
日
本

国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

・
子
ど
も
が
障
害
に
よ
る
公
的
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等
に

入
所
し
て
い
る
と
き

●
支
給
額

重
度
の
場
合
�
1
人
に
つ
き
月
額

5
0,
4
0
0
円

中
度
の
場
合
�
1
人
に
つ
き
3
3,

5
7
0
円

※
手
当
は
1
年
に
3
回
、
4
月
（
12

月
〜
3
月
分
）、
8
月
（
4
月
〜

7
月
分
）、
11
月
（
8
月
〜
11
月

分
）に
4
か
月
分
ず
つ
支
払
わ
れ
、

申
請
を
し
た
翌
月
か
ら
の
対
象
と

な
り
ま
す
。

特
別
児
童
扶
養
手
当
に
該
当
す

る
場
合
は
、
福
祉
課
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
所
得
制
限
が

あ
り
ま
す
。（
外
国
人
の
方
も
受

給
で
き
ま
す
。）

ま
た
、
受
給
要
件
に
変
更
が
あ

っ
た
場
合
（
転
入
・
転
出
・
氏
名

変
更
・
児
童
数
の
増
減
な
ど
）は
、

お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

3

福
祉
課
障
害
者
福
祉
係
9
２

１
２
１

父
母
の
離
婚
、
死
亡
な
ど
に
よ

っ
て
、
父
ま
た
は
母
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
な
い
子
ど
も
を
育
て

て
い
る
方
や
、
子
ど
も
を
育
て
て

い
る
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害

が
あ
る
と
き
に
支
給
さ
れ
る
手
当

で
す
。
こ
の
手
当
を
受
け
ら
れ
る

の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
子
ど
も
を
育
て
て
い
る
場
合
で

す
。

・
父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
子
ど

も
・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
子
ど

も
・
父
ま
た
は
母
に
一
定
の
障
害
が

あ
る
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か

で
な
い
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
に
1
年
以
上
遺
棄

さ
れ
て
い
る
子
ど
も

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

D
V
保
護
命
令
を
受
け
た
子
ど

も
・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
１

年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
子
ど

も
・
母
が
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎

し
た
子
ど
も

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
場
合
に

は
、
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
申
請
す
る
方
や
子
ど
も
が
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
き

・
子
ど
も
が
児
童
福
祉
施
設
等

（
母
子
生
活
支
援
施
設
な
ど
を

除
く
）
に
入
所
し
て
い
る
と
き
　

※
そ
の
他
、諸
条
件
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
戸
籍
上
婚
姻
届
を
提
出

し
て
い
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係

と
同
様
の
事
情
に
あ
る
場
合
（
内

縁
関
係
な
ど
）
も
手
当
受
給
の
対

象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
受
給

中
の
方
も
、
事
実
婚
の
実
態
が
判

明
し
た
場
合
、
手
当
を
返
還
し
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
支
給
額
（
全
額
支
給
の
場
合
）

1
人
�
月
額
4
1,
4
3
0
円

2
人
�
月
額
4
6,
4
3
0
円

3
人
目
以
降
�
子
ど
も
2
人
の
場

合
の
月
額
に
、
1
人
に
つ
き
3,

0
0
0
円
を
加
算

※
手
当
は
1
年
に
3
回
、
4
月
（
12

月
〜
3
月
分
）、
8
月
（
4
月
〜

7
月
分
）、
12
月
（
8
月
〜
11
月

分
）
に
4
か
月
分
ず
つ
支
払
わ
れ

ま
す
。

●
年
齢

18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度
末

（
3
月
31
日
）
ま
で
で
す
。
ま
た
、

一
定
の
障
害
の
あ
る
児
童
は
20
歳

に
な
る
ま
で
で
す
。

●
所
得
制
限

資
格
の
あ
る
方
は
、
所
得
に
関

わ
ら
ず
申
請
で
き
ま
す
。た
だ
し
、

申
請
す
る
方
や
そ
の
配
偶
者
お
よ

び
同
居
等
生
計
を
同
じ
く
し
て
い

る
扶
養
義
務
者
（
申
請
者
の
直
系

血
族
、
兄
弟
姉
妹
）
の
所
得
に
よ

り
、
手
当
の
支
給
に
制
限
が
あ
り

ま
す
。

●
そ
の
他

受
給
資
格
者
に
な
ら
れ
た
方
は
、

毎
年
8
月
に
現
況
届
の
提
出
が
必

要
で
す
。

児
童
扶
養
手
当
受
給
者
に
か
か

わ
る
優
遇
制
度
が
あ
り
ま
す
。（
Ｊ

Ｒ
通
勤
定
期
乗
車
券
の
割
引
制
度

な
ど
）

3

詳
し
く
は
福
祉
課
児
童
係
9

２
１
２
９
へ

11

児
童�

  

扶
養
手
当�

児
童�

  

扶
養
手
当�

特
別
児
童�

  
扶
養
手
当�
特
別
児
童�

  
扶
養
手
当�

○自転車も車両であることを認識し、交通ルー
ルを守らない場合の危険性や事故を起こした
ときの責任の重さなどについて、きちんと理
解しましょう。

○自転車を利用する方は、整備不良による交通
事故に遭わないよう、年に１度は点検整備を
きちんと受けましょう。

○自転車でも事故を起こせば民事上の責任を問
われることを認識し、ご家庭内において自転
車損害保険等への加入について、話し合いま
しょう。

○幼児や児童が自転車を運転するときや、自転
車に乗せるときはヘルメットを必ず着用させ
ましょう。また、ヘルメットは正しく着用し
ましょう。

03 上尾警察署�７７３－０１１０

自転車マナーアップ月間�自転車マナーアップ月間�自転車マナーアップ月間�
九都県市一斉�九都県市一斉�自転車マナーアップ月間�自転車マナーアップ月間�
九都県市一斉�

1日�

31日�

5月�

埼玉県のマスコット　コバトン
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